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１児童震謹施設報恩母の家 一 お 問 い 合 わ せ 先 一

①児童養護施設報恩母の家
住所:遠賀郡岡垣町海老津3丁目8番1号
TEL:093-282-0001/FAX:093-282-0016

②障害者支援施設希望舎
住所:遠賀郡岡垣町海老津3.1̅目2番10号
TEL:093-282-0223/FAX:093-282-0297
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障害者支援施設希望舎
一 一

特別養護老人ホーム恵の家
③特別養護老人ホーム恵の家
住所:遠賀郡岡垣町大字高倉578番地１
TEL:093-282-0021/FAX:093-282=0026

いこいの里デイサービスセンター
④いこいの里デイサービスセンター
住所:遠賀郡岡垣町大字高倉598番地１r̅EL:093-283-2811/FAX:093-283-2824

〃

Ｉ ⑤総合福祉施設更生会ふれ愛の郷
住所:遠賀郡岡垣町野間南4番７号
TEL:093-281-5535/FAX:093-281-5565

総合福祉施設更生会ふれ愛の郷

雄垂癖！劉夛 ⑥介護老人保健施設更生会にじの郷
住所:遠賀郡岡垣町中央台3丁目22番1号
TEL:093-283-3484/FAX:093-283-2099

⑦小規模多機能型居宅介護事業所ゆ
住所:遠賀郡岡垣町中央台2丁目8番15号
TEL:093-482-8117/FAX:093-482-8116
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介護老人保健施設更生会にじの郷

ゆい
小規模多機能型居宅介護事業所ゆい



法人の沿革
大正１２年障害者の職業訓練事業を開始し｢不具者救済互助会｣を設立(神戸市）
１４年「報恩母の家｣を創設し不具児童を収容保護し､養護と教育をなす

昭和１０年(法人）不具者救済互助会を｢日本傷痕者更生会｣と改称
２０年(母の家）終戦と共に戦災孤児が増える｡｢報恩母の家｣開設
２３年(母の家）児童養護施設｢報恩母の家｣認可
２３年(希望の家）施設が養護施設の認可を受け､障害者の事業を一時中断する
２７年(母の家）高松宮殿下より拝謁を福岡にて賜る
３５年(母の家）「報恩母の家｣火災にて全焼(児童１１２名"職員全員無事避難）
３５年(法人）社会福祉法人｢日本傷演者更生会｣認可
３７年(母の家）国庫補助により｢報恩母の家｣建て替え竣工し高松宮両殿下来訪

「梅｣を植樹
３８年(希望舎）財団法人日本自動車振興会の補助により職業訓練事業を再開する

３９．４１年(希望舎）財団法人日本自動車振興会の補助により増築
４２年(希望舎）身体障害者授産施設として認可
４６年(恵の家）日本船舶振興会の補助により､特別養護老人ホーム｢恵の家」

建設竣工｡認可を受け事業開始(定員50名）
４７年(恵の家）日本船舶振興会の補助により､特別養護老人ホーム｢恵の家」

定員100名に増床
４８年(法人）法人創立50周年
５６年(恵の家）寝たきり老人短期保護事業開始
５７年(惠の家）寝たきり老人入浴サービス事業開始
６１年(希望舎）宮内庁より御下賜金を賜る

平成元年(母の家）分園型事業開始(平成4年認可)(平成１７年まで）
５年(希望舎）作業所の増築
５年(恵の家）ミニデイサービス事業開始(福岡県モデル事業）
６年(希望舎）財団法人車両競技公益資金記念財団の補助により外壁舗装及び

窓枠の取替え工事を行う
８年(恵の家）宮内庁より御下賜金を賜る
８年(母の家）子育て支援短期利用事業開始
９年(いこいの里）岡垣町の委託により｢いこいの里デイサービスセンター｣を開始
９年(いこいの里）岡垣町の委託により身障者デイサービス事業開始
１１年(恵の家）国庫補助により特別養護老人ホーム恵の家建設竣工
１１年(恵の家）短期入所事業｢恵の家｣定員20名認可
’2年(いこいの里)介護保険制度創設により『いこいの里ﾃｲｻｰﾋｽ｣が町の委託から

法人の事業となる
１２年(いこいの里）岡垣町の委託により｢生きがい活動支援｣通所介護事業開始
１２年(居宅支援）「恵の家居宅介護支援事業所｣開設
１５年(希望舎）食堂建て替え
１６年(母の家）小規模ユニット型として建設竣工(内小規模グループケア認可）
１７年(母の家）地域小規模児童養護施設開設
２０年(希望舎）障害者自立支援法による新体系移行｡生活介護30名

就労継続支援Ｂ型20名･施設入所50名
２０年(ふれ愛）総合福祉施設｢更生会ふれ愛の郷｣開設

･デイサービスセンター。ショートスティ・児童デイサービス・学童
福岡県障害者就労訓練設備等整備事業費県費補助金により就労

２０年(希望舎）支援事業として｢ふれ愛の郷｣に｢パン工房｣｢ｶﾌｪふれ愛｣がオープン
２３年(希望舎）社会福祉施設等の耐震化整備事業により建設竣工
２３年(希望舎）日本障害者ﾌｫｰﾗﾑ宮城支援センターへの派遣要請があり

「希望舎j職員1名派遣する
２４年～(法人）東日本震災の復興支援の為被災地へ寄付を開始する

（更生会ふれ愛まつりの売り上げ金､ご利用者様.ご家族様･職員の
募金等）

２４年(希望舎）短期入所事業開始
２５年(希望舎）定員変更(生活芥議0名･就労継続支援Ｂ型10名･施設入所50名）
２５年(恵の家）福島県特別養護老人ホーム｢長寿荘｣へ｢恵の家｣職員3名派遣
２５年(法人）法人創立90周年
２６年(希望舎）相談支援事業｢リアン｣開設
２６年(にじの郷）「更生会にじの郷｣開設

・介護老人保健施設・通所リハビリテーション・グループホーム
２７年(にじの郷）「ひよこ保育園｣開設
２７年(ふれ愛）「くすのき｣児童発達支援ｾﾝﾀｰへ変更
２７年(母の家）児童自立生活援助事業｢びわの木｣開設
２８年(法人）熊本地震の復興支援の為介護老人保健施設ﾗｲﾌﾗｲﾄ矢部に

支援物資を届ける
３０年(ゆい）小規模多機能型居宅介護事業所ゆい開設

、

社会福祉法人日本傷演者更生会

創始者花田更生理事長花田利生

一 理 事 長 あ い さ つ -
日頃より､当法人の事業にご理解｡ご協力をいただきまして

’

ありがとうございます。
当法人は､児童福祉｡障害者福祉及び高齢者福祉と様々な分
野の施設運営を90年以上にわたり行ってまいりました｡施設に
はそれぞれに専門家がおり､施設運営で得られた知識・経験･技
術等を踏まえ､施設ご利用者様のサービス向上はもとより､地
域の皆様が気軽に相談でき､また､地域の皆様にとって身近な
存在と成りうるよう､地域の皆様に愛される法人を目指してま
いります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

|
子ども部門

●児童養護施設報恩母の家（地図①）
囲気のユニット型で､子どもたちが｣は家庭に近い雰｢報恩母の家

安心して空活できるようにしています｡また子どもたちの幸せと､心
豊かな発達を保障し､自立を支援しています。
●自立支援ホームびわの木（地図①）

義務教育終了後の１５歳から20歳までのさまざまな事情で家族と
離れて生活している児童が家庭的な雰囲気の中で働きながら自立
の準備をするところです｡びわの花ことばのように温かく和やかな
ホームを目指しています。
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(地図④）●いこいの里デイサービスｾﾝﾀｰ ●放課後等デイサービス学童ふれ愛（地図⑤）
一

介護保険利用の方､身体障害者の方を対象に､日帰りで入浴。
食事｡リハビリ.レクレーション等_様々なサービスを提供します。
住み慣れた地域で自立した生活が続けられるよう支援します。
(要支援１．２､要介護1～5）

発達の遅れやアンバランスを持つ子どもたちを対象に､放課
後｡土曜日｡長期休暇時に日常生活や対人関係のスキルの向
上を目指します。

●児童発達支援センターくすのき（地図⑤）●介護老人保健施設更生会にじの郷（地図⑥）
病院退院後や自宅での生活が不安な方などが入所して､リハ
ビリや療養を行い､在宅復帰を目指す施設です｡(要介護1～5）
短期入所サービスも提供させていただいております。
（要支援１．２､要介護1～5）
●通所リハビリテーション更生会にじの郷（地図⑥）

可能な限り在宅での生活が継続できるように､リハビリに力を
入れている日帰りのサービスです｡入浴や外出などもできます。
（要支援1.2,要介護1～5）
●グループホーム更生会にじの郷（地図⑥）

心身の発達において特別な配盧が必要と思われる子どもたち
を対象とし､地域で豊かな生活が送れるように､関係機関と協同
して一人ひとりに応じた支援を提供します。

●小規模保育所ひよこ保育園（地図⑥）

事業所内保育所(定員１２名)として365日開園しております。
元気な姿や声が隣接する施設のご利用者の方を笑顔にしてく
れています。

陣が ､者部門
-

認知症の方であってもその人らしい生活を目指し､在宅での
生活に近いアットホームな施設です｡地域の方々との交流も盛
んです｡(要支援2,要介護1～5）
●恵の家居宅介護支援事業所（地図⑥）

●障害者支援施設希望舎（地図②）
市町村による支給決定(受給者証)を受けた方で､日常生活や社
会生活等の支援が必要な方のサポートを行う施設です｡希望舎は、
地域一番の高い工賃を目指しています。

一

介護に関する相談をお受けして､介護保険等のサービスを
活用し､ご利用様とご家族様が安心して生活が出来るよう介
護保険等のサービスを調整させて頂いております。

●相談支援事業リアン（地図②）
1て､サービス
利用計画の

請した障害者(児)について善議鞠禦障害福祉サービス
等利用計画の作成、
見直し(モニタリング●デイサービスセンターふれ愛（地図⑤）

一

●バン工房カフェふれ愛（地図⑤）
支援や介護が必要な方を対象に､一人ひとりの身体状況に合
わせて、日帰りで入浴･食事･リハビリ･創作活動｡レクレーション
等のサービスを提供します。(要支援１．２､要介護1～5）

ご利用者様個々の障害特性に配慮し､ご利用者様本人の働く
意欲と作業能力を尊重すると共に､所得の向上を目指した作
業の確保や生産に努めます。

●ショートステイふれ愛（地図⑤）
一

一二同 門 ’一時的に自宅で介護のできない場合(介護者の方の用事や
介護疲れ等)に当施設に宿泊し､身の回りのお世話や入浴｡食
事･レクレーション等のサービスを提供します。
(要支援１．２､要介護1～5）

●特別養護老人ホーム恵の家（地図③）

主に寝たきりや認知症で日常生活において､常時介護が必要で、
自宅蚕は介護が困難な方が入所することができます｡食事｡排泄。
入浴などのサービスを提供させて頂きます｡(要介護3～要介護5）

●恵の家短期入所介護施設（地図③）

(地図⑦）●小規模多機能型居宅介護事業所ゆい
一

地域密着型サービスで､自宅での生活が継続ができるように
通いサービス･訪問サービス･宿泊サービスを組み合わせて、
一ヶ所で提供できるのが特徴です｡地域とのつながりを大事に
しながらサービスを提供いたします。
(要支援１．２，要介護1～5）

自宅で生活されている方が､家族の都合や介護負担の軽減の
為､短期間施設を利用し､食事｡排泄･入浴などのサービスを提
供させて頂きます。(要支援１．２､要介護1～５）


